
平成19年10月11日

農林水産省 農林水産技術会議事務局
先端産業技術研究課

｢イノベーション創出基礎的研究推進事業」及び
「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」

「平成19年度における大規模新規研究開発の事前評価」
第1回評価検討会説明資料



◆食料・農業・農村基本計画

（平成17年4月 閣議決定）

◆21世紀新農政２００７ （平成19年4月食料・農業・農村政策推進本部決定）

今後重点的に取り組むべき研究目標

１．課題の解決と新たな展開に向けた研究開発
○農林水産業の生産性向上と持続的発展のための研究開発
○ニーズに対応した高品質な農林水産物・食品の研究開発
○農林水産物・食品の安全確保のための研究開発
○国際的な食料・環境問題の解決に向けた研究開発 等
２．未来を切り拓く基礎的・基盤的研究
○農林水産物に飛躍的な機能向上をもたらすための生命現象の解明
○自然循環機能の発揮に向けた農林水産生態系の構造と機能解明
○生物機能・生態系機能解明を支える基盤的研究 等

◆農林水産研究基本計画（平成17年3月農林水産技術会議決定 平成19年3月改定）

農林水産政策上の問題解決に向けた農林水産研究の推進について

委託プロジェクト研究

○ 対象となる課題
・我が国の研究勢力を結集して総合的・体系的に
推進すべきもの
・多大な研究資源と長期的視点が求められ個別の
研究機関では担えないもの

○ 研究の企画・立案
農林水産省自らが、課題を企画・立案し、研究
課題を設定。

【研究期間】５年程度
【年間予算】数億～数十億円／プロジェクト

競争的研究資金

○ 対象となる課題
・研究者、現場の自由な発想を活かすもの
・様々な分野からの研究手法の活用が可能なもの

○ 研究の企画・立案
課題・研究者を提案公募により決定（政策上の重要
性に対応し、必要に応じ、領域等を設定）
既存の課題と重複しないことを確認の上で採択。

【研究期間】３～５年程度
【年間予算】数千万円／課題

適切に組み合わせ
農林水産分野の
課題を解決

○ 理事長の裁量の下、中期計画に沿った研究開発を、継続的かつ長期的視点で実施。
○ プロジェクトや競争的資金の課題につながる研究シーズを培養するとともに、ジーンバンク等の研究開発を支える基盤を整備・維持。

独法運営費交付金

課題解決に向けた研究開発

◆森林・林業基本計画

（平成18年9月 閣議決定）

◆水産基本計画

（平成19年3月 閣議決定）

研究開発の発展段階や特性に応じて、各研究資金を組み合わせて効果的・効率的に研究開発を推進

○食品産業の競争力の強化に向けた取組

○輸出促進に向けた総合的な取組

○生産現場のニーズに直結した新技術の開発・普及

競争的研究資金制度等を活用

今後１０年程度を見通して５年ごとに策定

ITやロボット等先端技術を活用した
新たな技術体系の開発・実証

新食品・新素材等の開発

新たな需要の創出

生産性・品質の向上

研究開発の方向性

イノベーションを先導する技術
開発の加速化

イノベーションの実現を支える知的

財産の戦略的な創造・保護・活用

新品種へのゲノム科学の応用、国
産バイオ燃料生産の低コスト化

食料・環境・エネルギー
問題の解決

我が国農業を２１世紀にふさわしい戦略産業としてい
くために政府一体となって重点的に取り組む事業

Ⅰ 食と農に関する新たな国家戦略の確立

Ⅲ 国民の視点に立った食料政策の展開

Ⅳ 資源・環境対策の推進

Ⅴ 農山漁村の活性化

Ⅱ 国内農業の体質強化

イノベーション・知的財産の力による

農業の潜在的な力の発揮

農林水産物・食品の輸出の促進（H25までに
輸出額を1兆円規模） 等

食品の安全と消費者の信頼の確保 等

バイオマスの利活用の促進（2030年に600万kl
の国産バイオ燃料の生産）
地球温暖化、生物多様性への対応 等

産学官による連携



・ 間接経費の導入(直接経費の３割まで許容）

・ プログラムオフィサー（ＰＯ）、プログラムディレクター（ＰＤ）の配置

・ 関係府省間での課題の重複調整の実施

・ 繰越明許の措置 等

これまでの制度運営改善状況

１

競争的資金の予算額の推移

（単位：億円）

農水省

政府全体
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７７
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８０
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H16

１０１
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１３０
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H15 H19
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７８
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１２８

○第２期科学技術基本計画の下で、競争的資金全体の予算額が増加。農水省関係は19年度では12年度の1.7倍の伸び。

農林水産省において運営している競争的資金制度

①新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業

②生物系産業創出のための異分野融合研究支援事業

③産学官連携による食料産業等活性化のための新技術開発事業

④先端技術を活用した農林水産研究高度化事業

①新産業創出：6000万円程度、②起業化促進：2,600万円程度 ①３～５年間、②２年間

1,000万円～4,000万円 ３年以内目的：民間企業を主体とした実用化研究の推進

３～５年間目的：リスクの高い基礎研究の推進

原則３年以内2,000万円～5,000万円目的：現場に密着した実用化研究の推進

目的：新産業につながる応用研究の推進

2000万円～１億円程度
・高レベルの乾燥･塩･凍結耐性植物の作出

・哺乳類における新しい生殖システムの構築

・茶の抗アレルギー作用を利用した食品の開発

・天敵による減農薬害虫防除技術の開発

・未利用植物資源の有効活用法の開発

・簡易･迅速な食品生菌量測定システムの開発

・カキの流通段階における軟化防止技術の開発

・馴れを生じない忌避技術など獣害回避技術の開発

○それぞれ事業目的に応じて、農林水産業･食品産業の発展に寄与する基礎、応用、実用段階の成果を創出（別添参考参照）。

研究成果の例

○競争的研究資金制度改革に関する総合科学技術会議の意見等を踏まえ、制度改革を実施。

１ー１ 現行の競争的資金制度の現状１ー１ 現行の競争的資金制度の現状

１ 農林水産省における競争的資金制度見直しの概要



１－２ 現行の競争的資金制度の課題及び見直しの背景１－２ 現行の競争的資金制度の課題及び見直しの背景

現行制度の課題

○研究者や現場から見てタイプ間の相違や出口が見えづらい等の課題

○運営面で予算額及び課題数の増加に伴い、的確な進行管理、業務運営や成果の普及実用化の取組強化が課題

○｢攻めの農政」の展開など、新たな農林水産政策を展開していく上で、より一層的確な行政ニーズへの対応が必要

競争的資金に関する提言・要請等

政府等における競争的研究資金制度見直しの議論

制度中間評価における指摘（平成19年3月 評価対象：先端技術を活用した農林水産研究高度化事業）

○競争的資金制度の整理・統合

○制度間の連携強化を含め、シームレスな（切れ目のない）研究制度体系の構築

○イノベーションの創出に向けた若手研究者やハイリスク・独創的研究に対する支援の強化

○審査体制の強化とマネージメントシステムの改革

○段階ごとの質の高い競争選抜制度の導入によるベンチャー企業の支援 等

イノベーション２５、総合科学技術会議提言（６月）

○研究者の特性等に応じた的確な審査・評価方法の確立と事後評価の徹底 等

規制改革会議第１次答申（５月）

○有効性、効率性、必要性の観点から総合的に評価を行った結果、本研究制度は「高く評価できる」と判断

○一層効率的な制度運営を図るための見直し及び研究成果の普及を一層促進するための取組みが必要

２



１－３ 競争的資金制度の再編充実の基本的考え方１－３ 競争的資金制度の再編充実の基本的考え方

○ 基礎から応用までの研究をシームレスに支援する

ため、①技術シーズ開発型と②発展型を設定

○ 若手研究者を支援するため、若手研究者の育成

枠を設定

○ 段階的な競争選抜方式によるベンチャー育成枠

を設定

○ 政策性を重視する一方、各地域の技術シーズの

活用や機動的な対応が可能となるよう、①研究領域

設定型、②現場提案型、③緊急対応型を設定

○ 農林水産政策の推進に一層的確に対応するため、

研究領域設定型に予算を重点的に配分

○ 研究進行管理の充実・強化、成果のフォローアップ

の推進等により、効果的･効率的な制度運営を志向

イノベーション創出

基礎的研究推進事業

新たな農林水産政策を推進

する実用技術開発事業

（事業の基本的な枠組み）

競争的資金制度については、農林水産業・食品産業の発展を図る上で、プロジェクト研究等と並ぶ重要な研究開発

推進手段として位置づけており、以下の観点に立って、研究開発の発展段階や特性に応じて、基礎から応用、実用化

まで一体的に推進しうる資金制度に再編

①農林水産省の研究資金制度としての目的、政策性を明確化しつつ、わかりやすく弾力的な運用を可能とする

事業、タイプの大括り化

②イノベーションの創出、研究の着実な発展のための切れ目のない（シームレスな）制度の構築

③若手研究者の育成やベンチャー企業の育成を行う仕組みの充実

④本省直轄資金について、アウトソーシングの活用拡大等による効果的・効率的な運営体制の整備

現行の「新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業」、「生物系産業創出のための異分野融合研究支援事業」及
び「先端技術を活用した農林水産研究高度化事業」の３事業を、基礎・応用段階に対応した「イノベーション創出基礎的研
究推進事業」、開発・実用化段階に対応した「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」の２本の事業に再編

「産学官連携による食料産業等活性化のための新技術開発事業」については、２０年度以降は継続課題のみ実施（新
規採択は行わない）

３



新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業
リスクの高い基礎研究の推進
（若手研究者支援の研究タイプを設定）

対象：大学、独法、公立試験研究機関、民間企業等

産学官連携による食料産業等活性化のための
新技術開発事業
（※新規課題の採択は19年度まで、20年度は継続
課題のみ実施）
民間企業を主体とした実用化研究の推進
対象：大学・独法等と連携する民間企業等

先端技術を活用した農林水産研究高度化事業
現場に密着した実用化研究の推進
「全国領域設定一般型」、「同リスク管理型」、
「同輸出促進型」、「地方領域型」、「地域活性
化地域競争型」、「同広域ニーズ・シーズ対応型」、
「同現場連携支援実用化促進型」等多数の研
究区分を設定
対象：公立試験研究機関、独法、大学、民間企業、

生産者等で構成される研究グループ

生物系産業創出のための異分野融合研究支援
事業
将来的な新産業の創出につながる応用研究の推進
（起業化促進型の研究タイプを設定）

対象：民間、大学、独法等で構成されるｺﾝｿｰｼｱﾑ

見直しの観点見直しの観点

・わかりやすい事業に再編

・切れ目のない支援

・進行管理体制の充実

～19年度

１－４ 競争的資金制度に係る事業の再編の姿１－４ 競争的資金制度に係る事業の再編の姿

○現場提案型
地域における自由な発想を生かして現場から提案

○研究領域設定型
行政部局等からの要請に基づき、農林水産政策推進上
の重要性等を勘案して、研究領域を設定

○緊急対応型
年度途中で突発的に生じた政策課題に対応

新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業

対象：公立試験研究機関、独法、大学、民間企業、
生産者等で構成される研究グループ

○発展型
「技術シーズ開発型」及び他の研究制度で開発された技
術シーズを実用化に向け応用・発展させる研究

○技術シーズ開発型
研究者の独創的アイデア、萌芽段階の研究を基に、新た
な技術シーズを開発する基礎研究

対象：大学、独法、公立試験研究機関、民間企業等

研究者の自由な発想を重視した基礎、応用段階の研究
・若手育成枠を設定し、採択数増加など、若手研究者支援の充実
・ベンチャー育成枠を設定し、段階的に研究開発ベンチャーを育
成

20年度～

生
研
セ
ン
タ
ー
が
実
施

本
省
が
実
施

イノベーション創出基礎的研究推進事業

４



　

　　研究者の独創的なアイデア、
　　萌芽段階の研究を基に、
　　新たな技術シーズ(種)を開発
　　する基礎研究

　
　

技術シーズ開発型

　
　
　
　　　「技術シーズ開発型」及び他の
　　　研究制度で開発された技術
　　　シーズを実用化に向け応用・
　　　発展させる研究

イノベーション創出基礎的研究推進事業
新たな農林水産政策を推進する

実用技術開発事業

（実用化・販売段階）
民間実用化研究促進事業やSBIR制度の活用

　行政部局等からの要請に基づき、農林水産政策推進上
の重要性等を勘案して、研究領域を設定

研究領域設定型発展型

　

３９歳までの若手研究者を
対象とし、若手研究者の自
立を支援

　
　地域の活性化に資する観点から、研究領域は設定せず、
地域における自由な発想を生かして現場から提案

　年度途中で突発的に生じた農林水産分野の緊急的な政
策課題に対応するため、課題を示して公募

現場提案型

緊急対応型

プロジェクト研究

科研費補助金等他の研究制度による成果

※ハイリスクな研究や異分野
　　連携研究にも配慮

〈ベンチャー育成枠の設定〉

 〈フェーズⅠ〉
市場調査等
フィージビリ
ティスタディの
実施

 〈フェーズⅡ〉
　研究開発の
　実施

研究開発ベンチャーの育成

〈若手育成枠の設定〉

※府省で連携して取り組むものについては審査の際に配慮

開
発
さ
れ
た
技
術
シ
ー

ズ
等
を
活
用

（
両
事
業
の
Ｐ
Ｏ
同
士
の
情
報
交
換
等

）

１－５ 再編後の競争的資金制度の概念図１－５ 再編後の競争的資金制度の概念図

５

生研ｾﾝﾀｰが実
施

基礎 応用 実用

本省が実施



応募・審査段階 研究実施段階 研究評価段階（中間、事後） 成果普及段階

○ユーザーの意見を研究担当者へ
フィードバック

○体制の充実等による的確な研究進行
管理

・行政部局､技会事務局が一体
となって推進会議等に出席

・きめ細かな進行管理で研究を
着実に推進
・方向転換の早めの見極め

○実用化を意識した応募書類

・具体的な研究達成目標
・想定されるユーザー
・実用化の取組みプラン

○普及状況等の調査・分析

○調査・分析結果の行政部局
や現場への提供

○普及部局、行政部局との連携
による普及・実用化の推進

１－６ 競争的資金制度の運営改善の考え方１－６ 競争的資金制度の運営改善の考え方

実用技術開発事業（本省直轄事業）における効果的･効率的な制度運営の考え方（案）

○基礎から応用段階に移行する際の終了前評価の導入、両事業のＰＯ同士の情報交換及び実用化段階
の事業における基礎的段階の事業の評価結果の活用等を通じたシームレスな資金制度の構築
○ハイリスクな研究や異分野連携研究等についての審査段階での配慮

※間接経費３０％の措置については引き続き実施。

基礎研究の多様性・継続性の確保

とシームレスな仕組みの構築

若手研究者、女性研究者支援の

取組

○若手育成枠における採択数の増加等による採択率の引き上げ
○若手育成枠への応募の際、産休等の休職期間を考慮（女性研究者への配慮）

○女性審査員等の採用の拡大（審査員の多様性確保）
○事務の更なる迅速化（研究費の交付時期の一層の早期化）
○「府省共通研究開発管理システム」等の活用(配分状況の公表）
○年度間繰越の適用例の取りまとめ･ 公表等（年度を越えた研究費使用への対応）

○本省直轄事業におけるアウトソーシングの活用や行政部局との連携による研究進行管理の充実（下記参照）

公正・透明で効率的な配分・使用

システム

○不正使用、不正受給防止に関するガイドライン を策定(H19.10,1)（今後はガイドラインに基づき取組みを徹底）
○ 「府省共通研究開発管理システム」等を活用（ 不合理な重複･過度な集中を排除）

不正使用防止等への取組み

６

省内プロジェクト研究との連携 ○行政部局、地域、産学官の関係者等から解決が必要な技術的課題を体系的に把握する仕組みの構築、把握
した技術的課題について一体的に検討を行い、競争的研究資金とプロジェクト研究それぞれの特徴に応じて戦
略的に技術開発を推進するための企画・立案体制の構築等により、効果的かつ効率的な資源配分を実施

審査の透明性の確保 ○評価における利害関係者の排除、評価者名、評価結果等のインターネットによる公表については引き続き実施
○不採択理由の開示については、現在、問い合わせがあった場合に口頭で回答しているものもあるが、今後は
すべての不採択課題について、問い合わせの有無にかかわらず不採択理由を文書にて開示

ＰＤ及びＰＯの適正な配置 ○実施課題数の増加に対応してＰＯ体制を充実。特に、本省直轄事業についてはアウトソーシングの活用を通じ
て体制を強化



２－１ 競争的資金に係る平成２０年度予算要求２－１ 競争的資金に係る平成２０年度予算要求

７

２ 再編後の事業の概要

予算概算
要求額
（百万円）

予算額
（百万円）

10,760 177 ( 80 ) - - ( - )
新規分事業費：4,840百万円
（共通経費除く）

うち「新技術・新分野創出のための基礎
研究推進事業」継続課題分 4,022 64 ( 0 ) 4,677 76 ( 20 )

※現行事業は平成１９年度で終了

平成19年度以前に採択された課題は新規事業

において引き続き実施

うち「生物系産業創出のための異分野融
合研究支援事業」継続課題分 1,687 33 ( 0 ) 2,285 42 ( 12 )

※現行事業は平成19年度で終了

平成19年度以前に採択された課題は新規事業

において引き続き実施

8,969 307 ( 121 ) - - ( - )
新規分事業費：5,025百万円
（共通経費除く）

うち「先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業」継続課題分 3,816 186 ( 0 ) 5,220 266 ( 73 )

※現行事業は平成19年度で終了

平成19年度以前に採択された課題は新規事業

において引き続き実施

（参考）１９年度

イノベーション創出基礎的研究
推進事業

新たな農林水産政策を推進する
実用技術開発事業

予定課題数
（うち新規課題

数）

２０年度

事業名 備考課題数
（うち新規課題

数）



２－２－１ イノベーション創出基礎的研究推進事業の目的、戦略等における位置づけ等２－２－１ イノベーション創出基礎的研究推進事業の目的、戦略等における位置づけ等

８

・ 「第３期科学技術基本計画（平成18年3月閣議決定）」関係
「分野別推進戦略」の「戦略重点科学技術」において、「ライフサイエンス分野」の「国際競争力を

向上させる安全な食料の生産・供給科学技術」に位置づけ。

また、「科学技術システム改革」に関して「競争的資金及び間接経費の拡充（競争的な研究開発
環境の形成に貢献する科学研究費補助金等の競争的研究資金は、引き続き拡充を目指す）」に合
致。

・ 「イノベーション25（平成19年6月閣議決定）」関係
「社会システムの改革戦略」に関して、「競争的資金の拡充・見直し（競争原則により研究の質を

向上させるため、競争的資金の拡充に向けた取組を行う）」に合致。

⑤戦略等における
位置づけ

農林水産業・食品産業の発展や、世界的規模での食料・環境・エネルギー問題の解決に資する技術
革新（イノベーション）の基となる技術シーズを開発する。また、それら技術シーズの開発を担う人材等
（若手研究者、研究開発ベンチャー）の育成を行う。さらに、農林水産・食品分野等における新たな基
礎的知見を蓄積し、知的財産の創造を図る。
役割分担としては、本事業は基礎・応用段階の研究推進を担う。

④目的

８６４億円（１０８億円×８年間）（注２③予算（国費投入総
額）

平成２０年度～平成２７年度（注１②期間

先端産業技術研究課 産学連携研究推進室

（独）農業・食品産業技術総合研究機構 生物系特定産業技術研究支援センター

（生研センター）において実施

①担当課室名

注１：終了年度は、現行の食料・農業・農村基本計画の目標年度（平成２７年度）に合わせたもの。
２：予算の国費投入総額は、２０年度予算概算要求額（１０８億円）に単純に上記の期間（８年間）を乗じて算出したもの。

２－２ イノベーション創出基礎的研究推進事業の概要２－２ イノベーション創出基礎的研究推進事業の概要



２－２－２ 本事業で対象とする研究分野及び期待される成果

・超多収性・多産性・産肉性等物質生産機能や生産力
に関する諸要因の解明
・耐塩性・耐寒性・乾燥耐性等の極限環境耐性を発現
する機構の解明
・地球温暖化に対応するための高温時の植物の生理
機構及びそれに係る遺伝子機構の解明

生物機能解明・生産力向上

研究課題の例対象とする研究分野の例 期待される成果

・健康寿命の延伸や生活習慣病の予防に資する食品
機能性の解明
・栄養・機能成分の動態や嗜好・味覚等の食感性の解
明
・リスク分析・危害要因の低減等食品の安全性に関す
る基礎研究

高機能・高品質食品

・生物が生産する有用物質の同定や特性・機能の解明
・有用物質の生体内での産生機構解明や画期的利用
法の開発

生物系素材

・情報工学、センシング技術、モニタリング技術等工学
的手法による生物機能・生態系機能の向上技術や評
価手法
・水・土地・エネルギー等の農山漁村の資源を活用した
生物機能の向上に関する基礎研究

・生物による環境汚染物質の分解・除去等環境修復機
能や快適性向上機能の解明及び利用技術の開発
・生態系における生物間の相互作用のメカニズムや気
象変動と生態系変化との関係の解明

生物機能利用による環境改善

工学・環境学的手法による生物
機能向上

○農林水産業・食品産
業の発展や世界的規
模での食料・環境問題
の解決に資する技術
シーズの開発

○技術シーズの開発を
担う人材等（若手研究
者、研究開発ベン
チャー）の育成

○農林水産・食品分野に
おける新たな基礎的
知見の蓄積

９



２－２－３ イノベーション創出基礎的研究推進事業の基本スキーム

国 （ 一 般 会 計 ）

④研究課題の採択

⑥研究の進行管理

⑨研究成果の普及

大 学 、 独 立 行 政 法 人 、 民 間 企 業 等

（独）農業・食品産業技術総合研究機構
生物系特定産業技術研究支援センター

交付金

《選考・評価委員会 》

③研究課題の審査

⑧研究の評価

①募集
⑤委託
契約

⑧研究
の評価②応募

⑦成果
の報告

公募する研究のタイプ

技術シーズ開発型

発展型
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「新たな農林水産政策を
推進する実用技術開発
事業」、「民間実用化研
究促進事業」等の実用化
段階の研究制度を活用

「技術シーズ開発型」及び他の研究制度で開発された技
術シーズを実用化に向け応用・発展させる研究

２－２－４ イノベーション創出基礎的研究推進事業の研究タイプの概要

研究者の独創的なアイディア、萌芽段階の研究を基
に、農林水産業・食品産業等のイノベーションにつな
がる新たな技術シーズ（種）を開発する基礎研究

技術シーズ開発型

発展型

〈若手育成枠の設定〉
３９歳までの若手研究者を対象として課題を募集
し、若手研究者の自立を支援

〈ベンチャー育成枠の設定〉
研究開発ベンチャーの育成につながる研究課題を募
集

フェーズⅠ
実現可能性に向けた市
場調査、ビジネスプラン
の作成等

フェーズⅡ
研究開発の実施

対象とする研究（基礎から応用段階までの切れ目のない研究の推進）

応用研究

（研究の例）
機能性成分に関する生理機構の解明

遺伝子発現機構の解明
等

SBIR制度の活用

（注）SBIR制度とは特許料等の軽減
や中小企業金融公庫の特別貸付等の
措置により中小企業による研究開発
成果の事業化を支援する制度

実現可能性の高い
課題を選別

研究期間：5年間
研究費：2,000～8,000万円／年
（注）国際活動を行う場合については1億円以内／年

研究期間：3年間
研究費：2,000～4,000万円／年

研究期間：3年間
研究費：2,000～6,000万円／年

研究期間：1年間
研究費：
500万円以内／年

研究期間：2年間
研究費：
3,000万円以内／年

実用化研究
事業化
（研究の例）

機能性食品・飲料の開発
遺伝子マーカーを活用した作物
の開発

等

終了前の評価が高い研究課
題については発展型に移行

基礎研究
(シーズ創出)
（研究の例）

機能性成分の探索
生物機能の遺伝子解明

等
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○事業実施機関（資源配分機関）

○事業推進体制

・ＰＤ1名、総括ＰＯ２名、PO1３名（事業規模により必要に応じ充実）を配置する
ことにより、きめ細かな進行管理を実施

○評価実施体制

○ 研究課題評価の流れ（フロー）

・中間評価

・事後評価

・事前評価 (可能な限り前倒しができるよう努力)

応募（３月予定）

一次審査（３～４月予定）

二次審査（５～６月予定）

書面審査
・左記の選考・評価委員の中から１課題につき数名が審査に当た
る

ヒアリング審査
・左記の選考・評価委員が審査

採択課題の決定（６月予定）

・生研センターが上記の評価結果の決定を踏まえて、採択課題を
決定

・資源を効果的・効率的に活用するため、研究実施期間中に当初計画に対
する進捗状況を評価し、必要に応じ計画の見直しや中止等を行う
・実施期間が3年のものは2年度目に、4～5年のものは3年度目に実施
・左記の選考・評価委員が、１課題につき数名でヒアリング及び書面による審
査

・研究計画に対する達成状況や創出された成果の科学的、社会的意義等に
ついて評価し、必要に応じ普及に向けた取組み等の助言を行う
・研究終了年度に実施
・左記の選考・評価委員が、１課題につき数名でヒアリング及び書面による
審査

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
生物系特定産業技術研究支援センター(生研センター)

・選考・評価委員の決定、選考・評価委員会の開催・運営、採択課題の決定、
予算執行（評価結果を反映した予算配分（委託契約））等を生研センターが実
施(農林水産技術会議事務局が運営費交付金として必要な予算を要求）

２－２－５ イノベーション創出基礎的研究推進事業の推進体制、評価体制及び評価の流れ

・研究の質の向上や研究成果の活用のための支援及び研究成果の普及等を
生研センターが実施

12

・農林水産技術会議において予算配分の方針等を決定
・独立行政法人評価委員会において、法人の実績評価の一環として本事業全体
の評価を実施
・課題の評価については、生研センターに「選考･評価委員会」を設置して実施

独立行政法人評価委員会
農業技術分科会

・農林水産省における研究開発に関する評価、予
算配分の方針等を最終的に決定
（技術会議委員７名）

・本事業全体の評価を毎年度実施
・外部有識者で構成 (委員６名、専門委員9名)
（評価委員会の評価に先立ち、独法は自己評価
を実施）

・本事業の応募課題の採択に係る事前評価、研究
期間中の中間評価、研究終了時の事後評価を実
施

・外部専門家で構成

農林水産技術会議

選考・評価委員会
(生研センター）



２－３－１ 新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業の目的、
戦略等における位置づけ等

２－３－１ 新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業の目的、
戦略等における位置づけ等
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・ 「第３期科学技術基本計画（平成18年3月閣議決定）」関係
「分野別推進戦略」の「戦略重点科学技術」において、「ライフサイエンス分野」の「国際競

争力を向上させる安全な食料の生産・供給科学技術」に位置づけ。

また、「科学技術システム改革」に関して「競争的資金及び間接経費の拡充（競争的な研
究開発環境の形成に貢献する科学研究費補助金等の競争的研究資金は、引き続き拡充を
目指す）」に合致。

・ 「イノベーション25（平成19年6月閣議決定）」関係
「社会システムの改革戦略」に関して、「競争的資金の拡充・見直し（競争原則により研究

の質を向上させるため、競争的資金の拡充に向けた取組を行う）」に合致。

⑤戦略等における
位置づけ

食料自給率の低下、地球温暖化の進展、食の安全を脅かす事案の増加、農林水産物の輸出
促進等の「攻めの農政」への転換など、農林水産政策推進上の課題の多様化や新たに対応す
べき課題が増加している中で、産学官の研究能力を結集し、幅広い分野のシーズを活用しつつ、
機動的な対応が可能であるという競争的資金制度の特徴を生かして、農林水産業・食品産業の
現場の技術的課題の解決に向けた実用技術の早急な開発を推進する。
役割分担としては、本事業は実用化段階の研究推進を担う。

④目的

７２０億円（９０億円×８年間）（注２③予算（国費投入
総額）

平成２０年度～平成２７年度（注１②期間

先端産業技術研究課 産学連携研究推進室①担当課室名

２－３ 農林水産政策を推進する実用技術開発事業の概要２－３ 農林水産政策を推進する実用技術開発事業の概要

注１：終了年度は、現行の食料・農業・農村基本計画の目標年度（平成２７年度）に合わせたもの。
２：予算の国費投入総額は、２０年度予算概算要求額（９０億円）に単純に上記の期間（８年間）を乗じて算出したもの。



２－３－２ 本事業により解決すべき政策課題の例、期待される成果
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・地域の特徴的な農林水産物の低コスト化・
高品質化・高付加価値化のための技術開
発
・新需要の創出に向けた新食品等の開発及
び加工・利用技術の開発

低コスト化・高品質化によ
る産地ブランド化の推進

技術的課題の例政策課題の例 期待される成果

・農林水産物・食品の輸出促進に関する生
産・流通・加工技術の開発
・食品産業の海外展開に資する現地事情に
対応した品質管理等の技術開発

輸出促進・食品産業の海
外展開

・ＢＳＥ、鳥インフルエンザ等以外の病害の
リスク評価やこれに基づく効率的検疫シ
ステムの確立

・地域の多様な作物に対応した温暖化への
適応技術の開発

食の安全確保の推進

地球温暖化への対応

プロジェクト研究と連携しつつ、上記の農林水産政策上の課題解決のための研究を実施

食料自給率の低下、食の
安全確保、農林水産物・
食品の輸出促進等の「攻
めの農政」への転換、地
球温暖化の進展など、多
様化し、増加しつつある
農林水産政策推進上の
技術的課題の解決

・新たな需要開発による700億
円程度への市場規模拡大
（H22年度）
・農林水産物・食品の１兆円規
模の輸出額（H25年度）
等の実現に資する



２－３－３ 新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業の基本スキーム

①
公
募

②
提
案

⑤
委
託

契
約

⑦
成
果
報
告

中核機関

研究総括者

※共同研究グ
ループを構築

公立研究機関等 大 学 等 民間企業、生産者等

⑤再委
託契約

独立行政法人等

農 林 水 産 省

審
査
会

外部専門家・外部有識者

③課題の審査

⑧研究の評価

④課題の採択

⑥進行管理

⑨成果の普及

研究領域設定型

現場提案型

緊急対応型

公募する研究タイプ
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